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久留米市タクシー特定地域協議会設置要綱（案） 

制定 平成２１年１１月  日 

 

（目的） 

第１条 久留米市タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域における一

般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。

以下「法」という。）の規定に基づき、久留米市（以下「特定地域」という。）の関係者の自主的

な取組みを中心として、当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」と

いう。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」

という。）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域

計画の作成等を行うために設置するものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 

 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業者の事業用自動車をいう。 

 ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の組織 

する団体をいう。 

 ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー運転者の組織する団体をいう。 

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は組織の

代表者をいう。 

 

（実施事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 

（１） 地域計画の作成 

（２） 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整 

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業の関係
者の招集 

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力の要請 
③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調整 

（３） 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げる事項の

協議 

① 協議会の運営方法 
② 他の協議会との合同開催の実施について 
③ ①②に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 
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（協議会の構成員及び任期） 

第４条 協議会の構成員は、次に掲げる者とし、任期は平成２４年９月３０日までとする。 

（１）福岡運輸支局長 

（２）地方公共団体の長又はそれらの指名する者           

① 福岡県知事又はその指名する者 
② 久留米市長又はその指名する者 

（３）タクシー事業者等                                 

① 社団法人福岡県タクシー協会会長  

② 福岡県筑後地区タクシー協会会長 

③ 福岡県筑後地区タクシー協会理事 

④ 福岡県個人タクシー協会会長                       

（４）労働組合等 

① 全国自動車交通労働組合福岡地方連合会を代表する者 

（５）地域住民の代表 

① 財団法人福岡県消費者協会専務理事  

（６）その他協議会が必要と認める者 

① 福岡労働局労働基準部監督課長  

② 福岡県警察本部  

（７）協議会の構成員は、福岡県内の他の特定地域に係る協議会の構成員を兼務することができ

るものとする。 

 

（協議会の運営） 

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 

 ２ 会長は、協議会を代表し、協議会の議事運営を総括する。 

３ 会長の任期は平成２４年９月３０日までとする。 

 ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 

 ５ 事務局は、福岡運輸支局輸送部門及び社団法人福岡県タクシー協会並びに福岡県筑後地区 

タクシー協会に置く。 

 ６ 事務局は、協議会の運営に関する事務を行う。 

７ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。 

（１）役員の選出を議決する場合 

   法第８条第１項及び第２項各号に掲げる協議会の構成員において、タクシー事業者等及び

労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議決権とし、その他の構成員については各自１個の議

決権を与える。議決権の過半数以上に当たる多数をもって行う。 

（２）設置要綱の変更を議決する場合 

  次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 
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① 九州運輸局長又はその指名する者が合意していること。 
② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意していること。 
③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置す

るタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該特定地域

内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。 

④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタクシー
事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員

であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地域内の営業

所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。 

⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。 

⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。 

⑦ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。 

 

（３）地域計画の作成を議決する場合 

  次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 

① （２）①②及び④から⑥までに掲げる要件を満たしていること。 

② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台

数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数である

こと。 

③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。 

④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半数が

合意していること。 

⑤ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事業の

実施主体とされたものが合意していること。 

（４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合（１）の議決方法を持って決することとする。 

８ 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。 

９ 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、

協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとする。 

10 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議決事項   

等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。 

11  協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。 

また、必要に応じて代理出席を認めることが出来るものとする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮

り定める。 



タクシー特定地域協議会

平成21年11月6日
13:30～
八 仙 閣

第１回北九州交通圏・筑豊交通圏・福岡交通
圏・久留米市・大牟田市



資料 ２
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「安心・安全なサービスを提供するためのタクシー



ｰ
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福岡県のタクシー事業の状況

資料 ３
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１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは・・・・

- ９ -



２．タクシー事業に関する現行制度の概要

福岡交通圏・北九州交通圏では、地理試験に合格するなど一定の要件を満たし、国土交通大臣の登録を受けた者でな
ければタクシーの運転者として乗務させてはならい。

（福岡交通圏のみ）

・輸送の安全確保に必要な体制・能力の審査（例：車庫・休憩仮眠施設、教育・指導体制等）
・事業を適確に遂行するに足る能力の審査（例：資金計画、法令知識試験、損害賠償能力、最低保有車両数等）
・欠格事由（過去２年以内に事業許可の取消処分を受けていること等）に該当しないこと

○新規許可・増車認可の審査基準に、新たに発生する輸送需要によることを追加

- １０ -



３．タクシー事業が抱える課題のまとめ

- １１ -



Ⅱ．タクシー事業の輸送の現況

- １２ -
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２．各特定地域における法人タクシーの輸送実績の推移

- １５ -

北九州交通圏のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）
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筑豊交通圏のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

期末車両数 期末運転手数 輸送人員 営業収入



- １７ -

福岡交通圏のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）
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久留米市のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）
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大牟田市のタクシー各種指標の推移（法人のみ、H１３＝１００）
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５．福岡県におけるタクシー運転者の労働環境（１）

年間推計賃金

326

305

255
273

347

555

506

355
349 338 341

287 281

269
280

501
508

526 540 541

516
520

531

505

516

496

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

3 5 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 年

万円

タクシー運転者 全産業

厚生労働省　賃金構造基本統計調査より

3１.５%

４９.6%

１９．１１．１６
（９．９２％）
運賃改定
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＊１．注 ２０年の数値（３４７）については、の以下の２点に留意が必要。

①１９年の運賃改定を踏まえ、運転者の賃金改善を行政指導による改善効果がある点。

②推計は、統計調査による６月の実績値を基に作っており、９月のリーマンショック以降の景気悪化による影響は加味されていない点。

＊１



厚生労働省 賃金構造基本統計調査より

１時間当たり単価
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ドライバーの高齢化が見られる。労働賃金が全産業よりも低水準となっている。

- ２１ -

＊１

＊１．注 ２０年の数値（３４７）については、の以下の２点に留意が必要。

①１９年の運賃改定を踏まえ、運転者の賃金改善を行政指導による改善効果がある点。

②推計は、統計調査による６月の実績値を基に作っており、９月のリーマンショック以降の景気悪化による影響は加味されていない点。



６．福岡県における人身事故発生件数の推移（H１３＝１００）

福岡県警察本部交通部交通企画課 交通年鑑ダイジェストより- ２２ -
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資料 ４
適正と考えられる車両数の算定について

○需要量の算定

次式により推定。

需要量（２１年度の推定総実車キロ）
＝２０年度の総実車キロ × 平成１６年度から５年間の総実車キロの各前年度比の平均値

○適正と考えられる車両数の算定

次式により行う。

適正と考えられる車両数

＝需要量 ÷（過去５年間の平均総走行キロ × 平成１３年度の実車率

÷ 過去５年間の平均延実働車両数）÷ ３６５ ÷ 実働率（※）

※実働率については、「９０％」及び「８５％」を適用してそれぞれ算出。

「９０％」 「８５％」
・北九州交通圏 約 ２，６９０両 約 ２，８５０両
・筑豊交通圏 約 ３９０両 約 ４１０両
・福岡交通圏 約 ４，０４０両 約 ４，２８０両
・久留米市 約 ５６０両 約 ５９０両
・大牟田市 約 ２００両 約 ２１０両

〈参 考〉 平成２１年３月３１日現在の車両数
・北九州交通圏 ３，２６１両
・筑豊交通圏 ５１５両
・福岡交通圏 ５，２４７両
・久留米市 ７１４両
・大牟田市 ２５８両 - ２３ -



年間必要実働車両数

旅客が利用した距離

１日当たり実働車両数

タクシーが稼働した車両数

÷

適正車両数

タクシーが稼働した割合

平成１３年度
実車率

３６５日 実働率×需要量 ÷ 過去５年間
平均総走行キロ

過去５年度
平均実働車両数

÷ ÷ ÷

＝ ３６５日 実働率需要量 ÷ 年間実車キロ 過去５年度
平均実働車両数

÷ ÷ ÷

＝

＝

＝

需要量 ÷ 年間１両あたり実車キロ

３６５日

＝

÷ ３６５日÷ 実働率

÷ 実働率

÷ 実働率

- ２４ -



資料 ５
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- ２６ -



- ２７ -



1

福岡県における特定特別監視地
域のタクシー事業構造改善計画

社団法人 福岡県タクシー協会

資料 ６



2

構造改善計画の背景と目標

背景
◆厳しい経営環境

・景気低迷

・燃料高騰

◆都市機能を

支える使命

目標
●利用者視点

●地域視点

●乗務員視点

●事業者視点



3

１．利用者サービスの改善等によるタクシーの需要喚起に関する事項

マーケット及び利用者ニーズの把握
・利用者アンケート調査からタクシー業界が取り組むべき課題の抽出
・新たな輸送サービスメニューの創設を探る（ラーメンタクシー、アビスパ応援タク
シー等）

地方自治体との連携
・新しい輸送形態の利用実態やニーズを把握し、自治体が抱える課題等を整理し、
関係自治体との連携を模索
・タクシーの特性を活かしたサービスメニューを整理し、自治体や福祉団体とのコ
ラボレーションの可能性を模索

情報提供の充実
・子育て支援タクシー等の福祉輸送サービスやニューサービスを提供している事
業者をホームページで紹介するとともに利用者の選択の幅を広げ更なる工夫を
行う

定額運賃の導入促進
・イベント定額運賃の成果 → 新規需要の堀り起こし策



4

労働条件の改善

・乗務員の賃金の向上

・乗務員負担の廃止・軽減

労働環境の整備

・防犯カメラの設置

・デジカメタコメーター、自動日報システム等の設置

・食事、休憩可能な提携施設等の確保を検討

2．運転者の労働条件の改善に関する事項



5

交通渋滞を惹起するような駐停車等違法行
為に対する街頭指導の実施

3．違法・不適切な行為に関する事項

上記違反及び苦情等が多い乗務員の講習等
の実施

上記違反情報収集制度のあり方を検討



6

需給不均衡の是正を図るための適正な車両数の供給

広報事業の充実、広報誌発行によるＰＲ活動

グリーン経営認証制度取得の推進

乗客のシートベルト着用率向上を図るキャンペーン等対策を
推進

4．その他必要と認められる事項



7

利用者から要望のあった禁煙車の導入
を、全車両で実施

高齢化社会の進展、障害者の社会参加、
民間救急サービスに対応した福祉・介護・患
者輸送タクシーの導入。

各観光地を結ぶ観光ルート別運賃を設定し、観光協会とともにＰＲ
に努めている。

福岡県のタクシー業界の
経営効率化・合理化への取組

参考資料



8

アビスパ福岡（Ｊ２）のレベ

ルファイブスタジアムへの交
通アクセスが十分でなかった
ことから、利用者にとって分
かりやすい方法で定額の運
賃を導入し、一定の成果が
みられている。

福岡発のラーメン店を巡るラーメンタクシー。２時間以上タ
クシーを貸し切って複数のラーメン店をドアツードアで巡っ
ていただくツアーで「福岡の美味しいラーメンを食べたい」
「どこに行っていいのかわからない」といった方にぴったり
のプチグルメ観光コースを設定。



9

その他の取組み

利用者アンケート調査を活用し、その利用実態を的確に把握した上で、
タクシー業界が取り組むべき課題の抽出を行うとともに優先順位の高
い要望事項から実施
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